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日本大学の文科省への回答書に対し、組合がコメントを発表  

 

 日本大学は、文部科学省の本学理事長宛２０２１年１２月１７日付公文書において、「理事が二

度も起訴され、法人を代表する立場にある理事長までも逮捕されたという極めて深刻な事態であ

るにもかかわらず、１２月１０日の記者会見及びその後の報告でも、問題の背景や全体像が明ら

かにされておらず、具体的な再発防止策も何ら示されていない状況であり、社会から納得が得ら

れる対応や説明が十分に行われていないことは極めて遺憾」との指摘を受けました。  

この指摘に対して、１月１１日、加藤直人理事長は、文部科学省に「学校法人の管理運営に関

する対応及び報告について（回答）」を提出しました（１月１２日、「事務の友」に「文部科学省からの

指導に対する本学の対応について」として掲載）。 

 組合は、この回答書について検討した結果、日本大学の再生に向けて評価しうる点はあるもの

の、類似事件の再発防止に向けた十分な回答にはなっていないと判断し、以下のようなコメント

を発表しました。 

  

 

2022年１月 20日 

日本大学教職員組合 

 

１月１１日の日本大学の文科省への回答書に対する組合のコメント 

 

 １月１１日に加藤直人理事長が文部科学省（以下、文科省と称す）に提出した回答書「学校法

人の管理運営に関する対応及び報告について（回答）」（以下、回答書と称す）に対する、日本

大学教職員組合（以下、組合と略）の現時点における所見は、以下の通りです。 

 

１．評価に値する点として、次の３点をあげることができます。 

（１）第三者委員会の設置、日本大学再生会議の設置、田中氏、井ノ口氏、及び、その他の善管

注意義務違反等が認められる理事または監事に対する責任の追及と処分、事業部の清算につい

て明言している点。 

（２）田中氏、井ノ口氏の逮捕に至った経緯と法人の対応が詳述されている点。 

（３）事件の発生原因が田中氏の独裁体制にあったという認識を示し、理事会決定の重要事項が

十分に議論されてこなかったことを明らかにした点。 

 

２．以下の点に示されるような具体策に欠けるところや曖昧な表現があり、日本大学の「再生」

に向けての回答書としては十分な記述と認められない箇所も散見されます。 

組合速報 
NO.853 日本大学教職員組合  住所：千代田区西神田 2-7-10 

TEL & FAX: 03-3263-9015        日本大学法学部 14号館 3Ｆ 

2022年2月3日 
Mail : 
HP : 

nichidai.kumiai@gmail.com 
https://union-nihon.sakura.ne.jp 
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（１）１頁の最終行から２頁の 1行目に「問題の背景や全体像が明らかにされておらず、具体的

な再発防止策も何ら示されていない状況」（文科省の指導文書からの抜粋）と文科省から指

摘されたことが述べられていますが、回答書には具体的な防止策が明示されていません。 

（２）８頁から９頁にある「これまでに寄せられた意見」は意見の列挙のみに終わり、どこをど

のように検討するのか明らかにされていません。特に、前理事長による専横な大学運営を支

えた制度的要因の一つである学部長の選出方法に対して、改革案（教職員選挙による選出な

どへの民主化方策）への具体的言及がなされていないことは極めて大きな問題です。 

（３）特定の役員の専横を許さない管理運営体制や寄附行為の改正に関しては、日本大学再生会

議に丸投げという印象を拭いきれませんでした。 

 

 組合としては、今後とも加藤理事長から発信される情報に注視し、日本大学の民主化を中核と

した再生に向けて必要となる提言を適宜行っていきます。また、田中氏の独裁体制のもとで決定

された重要事項については、抜本的な見直しを求めます。さらに、第三者委員会による徹底した

調査及びその経過・結果の公開を求めると同時に、日本大学再生会議により第三者委員会の調査

結果や学内からの意見を反映した建設的な再生案が練られることを強く希望します。 

 そして、組合は回答書を中心とした概要や再発防止策の具体像についての説明を求める団体交

渉を要求します。 

 

以 上 
 

2022年 1月 18日に第 1回執行委員会が開催されました。その概要は以下のとおりです。 

・法務対策委員として以下の４名の方（敬称略）を任命しました。 

山本篤民（商学部）、田村八十一（商学部）、初見基（文理学部）、松重充浩（文理学部） 

・今期の重点活動項目として、組合員拡大のための広報活動、賃金要求を支えるための大学財政分析、日大

再生に向けて寄付行為や学則等の大学規程を検討すること、の３つが承認され、これら活動を進めるため

の執行委員の役割分担などを決定しました。 

・今回の背任事件・脱税事件やその背景にあるガバナンスの問題が、本学の財政や大学運営のありかたを通

して、労働条件に大きな影響を与えていた可能性があることから、本件に関する団体交渉を引き続き要求

していくことを決定しました。 

 

日本大学教職員組合の活動などは以下ホームページでご覧いただけます。また、ご意見、ご加入に関するお問

い合わせは以下メールアドレスまでお願いいたします。 

QR コード  

日本大学教職員組合ホームページ 

https://union-nihon.sakura.ne.jp 

 

Eメール 

nichidai.kumiai@gmail.com 

 


